
平成２１年１０月２８日

報道機関各位

インフルエンザ注意報の発令等について

感染症発生動向調査の結果、本県の第４３週（10 月 19 日～10 月 25 日）のインフルエ

ンザの1定点あたりの患者数は１４．００人となり、注意報発令基準である １定点あた

り１０人を上回りましたので、本日「インフルエンザ注意報」を発令しました。

全国的には既に注意報の発令基準を超えており（第４１週：１定点あたり 12.92 人

第４２週：同 17.65 人）、また、検出されるインフルエンザウイルスのほとんどが新型

インフルエンザウイルス AH1pdm であることから、県内においても更なる感染拡大が懸

念されます。

このような状況を踏まえ、本日付けで、各市町および庁内関係課に対し、学校、社

会福祉施設等に注意報発令を周知し、改めて予防対策等の徹底を図られるよう通知し

ましたのでお知らせします。

併せて下記の予防対策等を県民の皆様に周知していただきますようお願いします。

記

○ インフルエンザの予防対策等

（１）帰宅の際のうがい、せっけんを使った手洗いをしましょう。

（２）できるだけ、人ごみを避けましょう。マスクの着用も感染予防に有効です。

（３）加湿器等で適度な湿度を保ちましょう。

（４）栄養と休養を十分にとり、健康管理に注意しましょう。

（５）風邪様の症状が現れたら、マスクを着用して早めに医療機関を受診しましょう。

早めに治療することは、症状が重くならないようにするだけでなく、他の人へう

つさないためにも大変重要です。

（６）咳エチケットを心がけましょう。

◆ 咳エチケットについて

① 咳やくしゃみなど、少しでも症状のある人は必ずマスクをしましょう。

医療機関を受診する際も、必ずマスクをして受診しましょう。

② 咳やくしゃみの際には、ティッシュなどで鼻と口を押さえて、周りの人か

ら顔をそむけましょう。

③ 使用後のティッシュはフタ付きのゴミ箱に捨てましょう。

○ 基礎疾患等を有する方への注意事項

慢性呼吸器疾患、悪性腫瘍、糖尿病、喘息等基礎疾患を有する方や妊婦の方など

は重症化するリスクが高いといわれており、特に注意が必要ですので、上記の予防

対策を徹底するとともに、感染した場合に備え、あらかじめかかりつけの医療機関

に対応を相談しておいてください。

【裏面参考】

健康福祉部健康増進課

担 当 者 熊谷、吉田

電話番号 ０７７６－２０－０３６２、０３４８

県庁内線番号 ２６３２、２６２０



＜参考＞

○ 発生状況について

感染症発生動向調査事業による１定点医療機関あたりの１週間の患者報告数推移

なお、過去１０年間の県内の同期間における報告数は、０～０．０９人程度です。
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全 国 1.69 2.47 2.52 2.62 3.21 4.95 4.25 6.40 12.92 17.65

○ インフルエンザに関する情報提供について

・福井県庁ホームページ「新型インフルエンザ対策関連情報について」

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/singata/taisakusuisin.html

・インフルエンザの発生状況等の詳しい情報は、

・ホームページ「福井県感染症情報」（ http://kansen.erc.pref.fukui.jp/）

・国立感染症研究所のホームページ

（http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/index.html）でご覧いただけます。
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